
研究補助者取扱規程

令和 3年 6月 1日制定
（令和 5年 11月 1日改正）

(目的)

第１条 この規程は、株式会社ＲＩＣＯＳ（以下「当会社」という。）このにおける、特定の研究課題等
の遂行に必要な技能・技術面での支援を確保することにより、研究課題等を効果的にするととも
に、学術研究を支えるための研究支援体制の強化を図ることを目的として、研究補助者の雇用等
に必要な事項を定めるものとする。

(職務内容)

第２条 研究補助者とは、一定の期間、当会社に所属する職員が研究代表者の指示の下に、当該研究課題
等支援の業務に従事する。

(資格・選考)

第３条 研究補助者は、学士の学位を有する者及びこれと同等以上の能力を有すると最高管理責任者が認
める者とする。

２ 研究補助者を選考する場合は、当該研究課題の研究代表者からの書面による申請に基づき、最高
管理責任者と基盤研究部部長がその雇用についての審査・選考を行うものとする。

(所属)

第４条 研究補助者の所属は，研究補助者として参画する当該研究課題等を実施する部局等とする。

(勤務条件)

第５条 当会社の職員を研究補助者として雇用する場合には，当該職員の他の業務等に支障を及ぼすこと
がないよう配慮するとともに、勤務形態の明確化及び勤務時間の適正管理に留意しなければなら
ない。

２ この規程に定めるもののほか、研究補助者の給与、通勤手当、勤務時間、およびその他就業等に
関しては、当会社「就業規則」に基づき、それぞれの雇用契約において定める。

(運用)

第６条 研究補助者に研究補助業務を行わせるに当たっては、本制度の目的を踏まえた具体的運用に係る
実施細目を策定するものとする。

(補則)

第７条 この規程に定めるもののほか、研究補助者の取扱いについて必要な事項は、当該研究の実施要領
および受託契約等に基づき、最高管理責任者が定める。
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